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「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における 

現場入場等の取扱いについて 
 
 国土交通省では、平成２４年１１月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」

（以下、「ガイドライン」という。）を施行し、平成２９年度を目標年次として、建設業にお

ける社会保険の加入促進に取り組んでまいりました。ガイドラインにおいては、遅くとも平

成２９年度以降、適切な保険に未加入の作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めな

いとの取扱いとすべきこととしております。 
 今般、目標年次としてきた平成２９年度を迎えるにあたり、ガイドラインにおける現場入

場等の取扱いについてあらためて整理しますので、下記についてご了知願います。 
 

記 
 
（ガイドラインの記述） 

「遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない

作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとす

べきである。」 
 
（記述の趣旨） 

 「適切な保険」については、雇用する企業の法人と個人事業主の別や規模等により加入す

べき保険は異なります。ガイドラインは、法令上加入義務のある保険への加入を求めている

ものであり、加入義務のない保険に加入することまで求めているものではありません。 
 加入すべき「適切な保険」については、「【資料１】「社会保険の加入に関する下請指導ガ

イドライン」における「適切な保険」について」をご確認下さい。 
 
（保険の適用関係がわからない場合について） 

 どの保険に加入するべきかわからない場合は、個別に最寄りの年金事務所（健康保険、厚

生年金保険）、ハローワーク（雇用保険）等にお問い合わせ下さい。 
 また、各都道府県社会保険労務士会において、無料の電話相談窓口を設置しておりますの

で、個別事例のご相談にご活用下さい。（【資料２】社会保険労務士に相談しやすくなりまし

た（チラシ）） 
 


